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■  1  ■

介護保険制度ってなに？

■介護保険は介護を社会全体で支えあう仕組みです

　介護保険制度は、介護が必要になった場合でも住み
慣れた地域や家庭で自分らしく、安心して暮らせるよ
う、介護を社会全体で支えていく仕組みとして平成12
年4月にスタートしました。

　介護保険制度は、高齢化の状況をふまえ、誰もが健
康で活動的な生活を送れるように、また、持続可能な
制度とするために、3年ごとに改正されています。
　具体的には、比較的軽度の認定者の増加に伴い、状
態が悪化しないよう予防を重視するようになったほ
か、住み慣れた地域での生活を支援するため、地域包
括支援センターや地域密着型の介護サービスが創設さ
れました。
　令和３年度制度改正では、2025（令和7）年を目指
した「地域包括ケアシステム」の推進、更に高齢者人
口がピークを迎える2040（令和22）年の双方を念頭に、
高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止等、サー
ビスを必要とする方に必要なサービスが提供されるよ
う見直されました。

　近年、帯広市でも急速に高齢化が進行しており、介
護を必要としている人も年々増加しています。現在、
65歳以上で認定を受けている人は、約5人に1人の割
合になっています。75歳以上に限ると、約3人に1人
が認定を受けている状況にあります。

　介護保険制度は、被保険者に納めていただく保険料と国・都道府県・市町村からの公費（税金）
を財源として運営しています。介護が必要となった被保険者が利用した介護サービス費用の９割〜7
割を保険者が負担することで、介護が必要な被保険者とその家族を支援していく仕組みです。
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日本の人口と高齢化率の推移

H12～H27は「国勢調査」（総務省統計局）、R7以降は「日本の将来推計人口
（H29年推計）[出生中位・死亡中位推計]」（国立社会保障・人口問題研究所）
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〔第１号被保険者〕
65歳以上の人の保険料

〔第2号被保険者〕
40歳から64歳までの人の保険料

40歳以上の人（被保険者）

介護サービス事業者

介護報酬(9割～7割)の支払

帯広市（保険者）

介護サービス
の提供

サービス利用料
（1割～3割）の支払

介護保険料の納付
要介護認定の申請
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■  2  ■

介護保険料の納付年齢と納め方

40歳未満

あなたは、40歳になっ
たら介護保険に加入
することになります。

あなたは、介護保険の
第２号被保険者です。

あなたが加入している
医療保険の種類は?

本人またはご家族の勤務先
の健康保険
（協会けんぽ・共済組合など）

国民健康保険

お勤めされてい
る本人

扶養されている
配偶者など

あなたは、介護保険の
第１号被保険者です。

あなたの受けている
年金の種類は？

年金の金額は年18万円
以上ですか？

介護保険料は、あなたの世帯の市町村
民税課税状況と、あなたの年金収入や
合計所得によって15段階に分かれま
す。

介護保険料部分は、平等割、均
等割、所得割の合計で算出さ
れます。国民健康保険料納入
通知書の内訳をご覧くださ
い。

介護保険料の個人負担分は、
給与（標準報酬月額）及び賞与
に介護保険料率を乗じて算出
されます。料率等は各勤務先
にお問い合わせください。

直接保険料を納め
る必要はありませ
ん。

特別徴収
年金からの天引
きとなります。

普通徴収
個別に市町村ヘ
納めます。
・納付書
・口座振替

所得や加入者数などに応じて
決められ、医療保険分と合わ
せた国民健康保険料として納
めます。

加入している医療保険の保険
料として一括して徴収されま
す。

はいいいえ

老齢年金
退職年金等
障害年金
遺族年金

老齢福祉年金

年金を受けて
いない

40歳から64歳まで 65歳以上
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■  3  ■

65歳以上の人の保険料（第１号被保険者）
●�65歳以上の人の介護保険料額は、本人の年金収入や所得、本人及び同じ世帯の方の課税状況に
応じて15段階に分かれます。

　「所得」は、前年の年間所得が基準となります。不動産の売却などの一時的な所得も含まれます。

●基準額は介護サービスの提供に必要な費用を見込んで算定され、３年ごとに
　見直されます。帯広市の基準額は、年額�70,680円（月額�5,890円）です。

・�上記「合計所得金額」は、税法上の合計所得金額から「分離譲渡所得の特別控除」や「低未利用土地の長期譲渡所
得の特別控除」等を引き、本人非課税の場合は「公的年金等に係る雑所得」などを差し引いた額です。

　�また、令和3年度から、給与所得や公的年金にかかる雑所得がある場合は、税制改正の影響を受けないように調整
しています。

・�世帯状況は、毎年４月１日時点（年度途中に65歳になる人、市外から転入された人はその時点）が基準となります。
・�令和元年10月から実施の消費税率の引き上げに伴う介護保険制度改正により、第１段階から第３段階の介護保険料
が軽減されています。

保険料段階 区分の内容 計算内容
（保険料率） 令和５年度

第１段階

本
人
非
課
税

世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の
受給権者または生活保護受給の人

基準額×0.30 21,210円世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

第２段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120
万円以下の人

基準額×0.50 35,340円

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 基準額×0.70 49,480円

第４段階
世帯に市町村民税課税者がいて、本人は非課税の
人（合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万
円以下の人）

基準額×0.90 63,610円

第５段階
世帯に市町村民税課税者がいて、本人は非課税の
人（合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万
円を超える人）

基準額 70,680円

第６段階

本
人
課
税

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
80万円未満の人 基準額×1.15 81,280円

第７段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
80万円以上120万円未満の人 基準額×1.20 84,810円

第８段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
120万円以上160万円未満の人 基準額×1.25 88,350円

第９段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
160万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 91,880円

第10段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
210万円以上260万円未満の人 基準額×1.50 106,020円

第11段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
260万円以上320万円未満の人 基準額×1.60 113,080円

第12段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
320万円以上370万円未満の人 基準額×1.70 120,150円

第13段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
370万円以上520万円未満の人 基準額×1.85 130,750円

第14段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
520万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.00 141,360円

第15段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
1,000万円以上の人 基準額×2.15 151,960円
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■  4  ■

保険料の納め方
●年金からの天引きとなる「特別徴収」と、納付書により金融機関等の窓口で納めていただく「普
　通徴収」があります。

●年度途中に65歳に到達したり転入された場合、介護保険料の年金からの天引き（特別徴収）は
　原則として翌年度の４月・６月・８月・10月のいずれかから開始されます。開始されるまでの
　間は納付書での納入（普通徴収）となります。

■普通徴収の期別金額計算方法

納　期

徴収月

第1期

6月

第3期

8月

第6期

11月

第9期

翌年2月

第2期

7月

第5期

10月

第8期

翌年1月

第4期

9月

第7期

12月

第10期

翌年3月
当該年度の年間保険料額を10等分した金額を納めていただきます。100円未満の
端数は第１期（６月分）で調整しています。

■特別徴収の徴収月別金額計算方法

徴収月 翌年2月12月10月８月６月４月

介護保険料決定

介護保険料決定後
当該年度の確定した年間保険料額から、４月・６
月の年金から天引きで納付いただいた保険料を
差引いた残りを４等分します。100円未満の端
数は10月に天引きします。

介護保険料決定前
○前年度特別徴収の人は、原則として
その年の２月の徴収額と同額を天引
きします。

○前年度普通徴収の人は、前年度の保
険料段階を参考に算出した額を天引
きします。

●キャッシュカードによる手続き
一部の金融機関については、キャッシュカ
ードを専用端末に通し、暗証番号を入力す
ることで簡単に口座振替の登録ができます。

●口座振替依頼書による手続き
口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳
お届け印を押印することで、口座振替の手
続きができます。

口座振替が便利です
普通徴収の方は各納期までに金融機関の窓口等で納入していただきますが、口座振替にされますと自
動的に指定の口座から引き落としとなりますので、納め忘れがなく安心・便利です。
以下のいずれかの手続きにより口座振替を開始できます。なお、残高不足などにより引き落としがで
きなかった場合は、納付書で納めていただきます。

手続き・問合せ先／収納課（市庁舎２階）　☎０１５５- ６５- ４１２５
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■  5  ■

原則として、介護（予防）サービスにかかる費用の
１割〜３割負担でサービスを利用できます。

保険料はきちんと納めましょう
●みなさんに納めていただく介護保険料は、介護保険事業を運営するための大切な財源です。
　納め忘れのないようにしましょう。

●納付が困難な時は相談をしましょう。

●�また、介護（予防）サービスを利用するようになった際には、原則として滞納期間に応じてサー
ビスを利用する際に以下のような措置が適用されます。

滞納していると

サービス費用の全額を支払っていただいた後に、市役所の窓
口で９割〜７割分の払い戻しを受けることになります。

11年以上年以上
滞納の場合滞納の場合

滞納している保険料の額を、給付される金額から差し引く
ことがあります。

11年年66かか月月以上以上
滞納の場合滞納の場合

滞納期間に応じた一定期間、利用者負担が１割〜３割から
３割〜４割に引き上げられるほか、高額介護（予防）サー
ビス費等の支給も受けられなくなります。

2年以上
滞納していた

場合

　督促状や催告書、電話などで催告をしても納付されない場合は、財産（年金や給与、
預金、不動産など）を調査の上、差し押さえなどの滞納処分を実施することがあります。
　やむを得ない事情がある場合はそのままにせず、早めに収納課までご相談ください。

　年間を通して祝日を除く毎週火曜日は、20時まで収納課にて納付相談窓口を開設し
ています。ご相談は直接窓口に来ていただいても、電話でもかまいません。

相談窓口

帯広市 政策推進部 税務室 収納課（市庁舎２階）
☎０１５５- ６５- ４１２８／４１２９／４１２６
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■  6  ■

保険料の徴収猶予・減免、軽減制度
■保険料の徴収猶予・減免

●災害などの特別の事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収
　猶予または保険料が減免されることがあります。次のような場合はご相談ください。
○世帯の生計を主として維持する者などが、
１.災害・火災などで家財に著しい損害を受けた場合
２.死亡・心身障害や３か月以上の長期入院により著しい収入の減少があった場合
３.事業等の休廃止、損失、失業により著しい収入の減少があった場合
４.冷害などで農作物が不作になり著しい収入の減少があった場合

■低所得世帯の軽減制度（帯広市独自の軽減制度）
●収入が少ない世帯の負担を緩和するために、帯広市では独自に軽減制度を実施しています。
　次の要件に全て該当する場合はご相談ください。

１.世帯全員の収入が基準額以下であること
２.資産を活用してもなお生活が困窮していること
３.保険料の所得段階が第２段階から第５段階であること

○単身で本人が入院または介護保険施設に入所している場合の世帯収入の上限額は110万円です。
○本人が養護老人ホームに入所している期間は適用されません。

○なお、保険料が第１段階（生活保護受給者を除く）から第５段階で、世帯一人あたりの収入が
老齢福祉年金相当額（399,028円）以下の世帯については年額10,600円となります。

■世帯の合計収入の基準額

区　分 世 帯 の 収 入 の 上 限 額

単 身 世 帯 前年の収入が130万円

２ 人 世 帯 前年の収入が190万円

そ の 他 世 帯 上記に１人増えるごとに60万円を加算した額

第 ２ 段 階 35,340円
第 ３ 段 階 49,480円
第 ４ 段 階 63,610円
第 ５ 段 階 70,680円

申請書兼収入申告書

21,210円
（第１段階と同額）

申請が認められますと、保険料が軽減されます。

保険料の徴収猶予について
納期限までに保険料を納付することが難しい場合は、そのままにせず早めにご相談ください。
相談窓口は、市庁舎２階の収納課（☎0155-65-4128／4129／4126）となります。
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健康づくりを始めたいけれど、
どうしたらいいかわからない

自分にできる
ことを生かし、

誰かの役に
立ちたい

地域福祉課の
パンフレットを
ごらんください

介護予防支援
（総合事業以外のサービスも利用）

地域包括支援センター
（総合事業サービスのみ利用）

居宅介護支援

自主
活動

非該当事業
対象者

認定
非該当

要支援
1・2

要介護
1 〜 5

基本チェックリスト
14ページをごらんください

要介護（支援）認定の申請
11ページをごらんください

地域包括支援センターや
介護高齢福祉課窓口に相談

支え合い
活動

介護予防
ケアプランの作成

介護予防
ケアマネジメント

ケアプラン
の作成

19ページをごらんください

介護給付・予防給付
サービス

日常生活に不安がある 元気である
自立した生活を送れるケガや入院で、以前できていたことが

できなくなったのでサービスを利用したい�など

一般介護予防事業
24ページをごらんください

総合事業介護保険

介護予防・生活支援
サービス事業

23ページをごらんください

サービス利用のながれ
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地域包括支援センターとは

介護の負担や悩みを抱えていませんか？

　地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域でいきいきと生活できるように様々な支援
を行う地域の総合窓口です。高齢者や家族、地域住民からの介護や福祉に関する様々な相談を受
けています。また、認知症に関する相談も受けています。

お困りのことがありましたらお住まいの地域の地域包括支援センターまでご相談ください

→　地域包括支援センターの連絡先　裏表紙

地域包括支援センターではこんなことを行います

要支援に認定された方のケアプランを作成し
たり、生活機能が低下している方の総合事業
の利用を支援したりします。

高齢者の方への虐待の防止・早期発見や、悪
質商法の被害を、関係機関と連携して防止し
ます。

介護予防ケアマネジメント 権利擁護

高齢者の抱える生活全般の悩み・相談に対し
て、適切なサービスの紹介や、解決のための
支援をします。

適切なサービスが提供されるように、地域の
ケアマネジャーへ助言や支援を行います。

総合相談支援 包括的・継続的ケアマネジメント

地域包括支援センターが
支援

地域で支援

ボランティア団体

主治医

保健師社会福祉士

主任ケアマネジャー

地域包括支援センター地域包括支援センター

サービス提供事業者

市区町村

ケアラーとは、心や体に不調がある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの
必要な家族や近親者、友人・知人などを無償でケアする人のことです（一般社団法人日本ケアラー
連盟による定義）。帯広市では、ケアラーの負担が軽減されるよう支援を行っています。過度な介
護負担を感じたり、介護に困っている人がいましたら、介護高齢福祉課や、お近くの地域包括支援
センターへ相談してください。

相談窓口／介護高齢福祉課　☎0155-65-4145　　地域包括支援センターの連絡先　裏表紙

ケアラー（家族介護者等）への支援

利用者
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特定疾病（16種類）
がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。）
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の申請ができる人

　介護が必要であると認定された人が介護保険サービスを利用できます。要介護（要支援）状態
になった原因は特に問いません。

　要介護（要支援）の認定の申請ができる人は、加齢による体力の衰えや認知症などにより日常
生活に支障をきたし、介護が必要となった人です。
　10ページの心身の状態の例を参考に、介護高齢福祉課か地域包括支援センターにご相談ください。
　年齢によって次のように条件が異なります。

　「特定疾病」（老化に伴う病気）によって、要介護（要支援）状態になった場合に介護保険サー
ビスが利用できます。

○特定疾病以外の原因により要介護（要支援）状態になった場合は、介護保険のサービスを利用
することができません。

加入している健康保険の保険証が必要となる場合があります。
また、申請書には主治医の氏名や医療機関名、特定疾病を記入する欄がありますので、かか
りつけ医にあらかじめ確認しておきましょう。
→要介護認定の流れ　11ページ

40歳～64歳の人が要介護（要支援）認定申請するには

65歳以上の人（第１号被保険者）65歳以上の人（第１号被保険者）

40歳～64歳の人（第２号被保険者）40歳～64歳の人（第２号被保険者）
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要介護度と心身の状態の例

※要介護認定は、介護サービスの必要量（どの位の時間、介護サービスが必要か）を判断するも
のなので、その人の状態と要介護度は必ずしも一致しない場合があります。

要介護度 心 身 の 状 態 の 例

非 該 当 日常生活や身のまわりの世話などが自分一人でできる。

要 支 援 １
日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行うことが可能。現在の状態が悪化す
ることで要介護状態にならないように支援が必要。�

要 支 援 ２
日常生活や身のまわりの世話などに一部介助が必要であったり立ち上がりな
どに支えが必要だが、状態の維持・改善が見込まれる。

要 介 護 １
排せつや食事はほぼ一人でできるが、立ち上がりや歩行が不安定。身だしな
みや居室の掃除など、身のまわりの動作に一部介助や見守りが必要。

要 介 護 ２
排せつや入浴などの動作に、一部介助や見守りが必要。立ち上がりや歩行に
支えを必要とする。身のまわりの動作全般に一部介助や見守りが必要。

要 介 護 ３
排せつや入浴、立ち上がり、歩行が一人ではできない。身のまわりの動作が
一人ではできない。いくつかの問題行動や、理解力の低下がみられる。

要 介 護 ４
排せつや入浴の動作、身のまわりのこと全てに介助が必要。立ち上がり、歩
行が一人ではできない。多くの問題行動や、全般的な理解力の低下がみられ
る。

要 介 護 ５
意思の伝達が困難で、生活の全般において全面的に介助が必要。多くの問題
行動や、全般的な理解力の低下がみられる。
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要介護認定を受けるためには

　本人または家族が申請するか、地域包括支
援センター、居宅介護支援事業者などに申請
を代行してもらうこともできます。
　申請書は市役所の窓口にあります。帯広市
のホームページからもダウンロードできます。
　申請書には主治医の氏名・医療機関名を記
入する欄があります。かかりつけの病院に確
認しておきましょう。
※�加入している健康保険の内容について記載が必要で
す。

※�医療機関へ定期受診されていない人は、受診が必要
な場合があります。その際には、主治医に要介護認定
の手続をすることをお伝えください。

　サービスを提供する事業者
と契約し、ケアプランに基づ
いたサービスを利用します。
　費用の１割〜３割や食費・
居住費などが自己負担になり
ます。
※�第三者行為（交通事故等）で介
護サービスを利用する時は、介
護高齢福祉課へ届出が必要です。

　要介護認定には有効期限があります。継
続してサービスを利用するためには更新の
手続きが必要で、有効期間満了の60日前
から申請できます。
　心身の状態に変化があった場合は認定の
変更（見直し）を申請することができます。

　帯広市より主治医（かか
りつけ医）に、最近の心身
の状態について、主治医意
見書の作成を依頼します。

申請する申請する 訪問調査訪問調査

サービス利用サービス利用

認定の更新・認定の変更認定の更新・認定の変更

認定調査について　急病等によって その状態が一時的に変化している場
合や入院・手術後間もない時で、お 体の状態が安定していないときには、
認定調査の実施はふさわしくありま せん。要介護（要支援）認定の申請
は、ある程度状態が安定してから行 ってください。

※本人の個人番号がわからない場合、また、代理
人による申請で本人が認知症等で意思能力が著し
く低下しており、委任（代理権の授与）が困難な
場合は、申請書に個人番号を記載しないで提出し
てください。

が必要と
なります。

マイナンバー制度の運用開始に伴い
　申請書に個人番号の記入をした場合は、窓口等で、
　①本人の個人番号の確認
　②申請者の身元確認
　③代理人が申請者の場合は、本人の
　　保険証等又は委任状による代理権
　　の確認

①〜③が
必要です。
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介護サービスを利用するには、帯広市に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
「要介護認定」とはどれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための認定です。

　調査員が訪問し、本人や家
族から心身の状況について聞
き取りを行います。

　訪問調査と主治医意見書の内容をもと
に、保健・医療・福祉の専門家が要介護度
を審査・判定します。

　介護認定審査会の判定に基づ
き帯広市が要介護度を認定し、本
人へ認定結果を通知します。
　要介護度に応じて、利用できる
サービスや月々の利用限度額な
どが異なります。

　申請から認定結果の通知まで30日程
度かかります。
　30日を超える場合は、「介護保険要介
護認定・要支援認定等延期通知書」を
お送りします。
　新たに手続きを行う必要はありませ
んので、内容をご確認のうえ、認定結
果をお待ちください。

　要支援１・２の人は地域包括支
援センターと、要介護１〜５の人
は居宅介護支援事業所と相談し、
本人の状態に応じたケアプランを
作成します。

認定・通知認定・通知

サービス計画サービス計画

介護認定審査会介護認定審査会
非該当
要支援1
要支援2

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

主治医主治医
意見書意見書

認定調査について　急病等によって その状態が一時的に変化している場
合や入院・手術後間もない時で、お 体の状態が安定していないときには、
認定調査の実施はふさわしくありま せん。要介護（要支援）認定の申請
は、ある程度状態が安定してから行 ってください。

意
見
書
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介護サービスを利用するためには

　ケアマネジャー（介護支援専門員）は利用者の希望や心身の状態にあったサービスを利用できるよ
うに導いてくれる介護の知識を幅広く持った専門家です。本人・家族の希望を受け、心身の状況にあっ
たケアプランの作成や、介護サービス利用のために連絡調整を行います。その業務は、特定の種類や
事業者に偏ることのないよう、公正かつ中立に行います。

　ケアプランとは、サービスを適切に利用できるように、利用者の家族の心身の状況や生活の環境な
どに配慮して、どのようなサービスをいつどれだけ利用するのかを決める計画のことで、一般的にケア
マネジャーに作成してもらいます。ケアプランに沿ってケアマネジャーが調整した事業者よりサービス
が提供されますが、一定期間ごとにサービスの効果や必要性を評価して、見直しを行います。

ケアマネジャーってどんな人？

ケアプランって？

1

2

3

2

ケアプランを作成します。

自宅でサービスを利用したい人は
居宅介護支援事業所または（看護）
小規模多機能型居宅介護事業所へ、
介護保険施設へ入所したい人は介
護保険施設へ連絡します。

要介護認定の通知が届きます。
要介護（支援）状態区分、認定の有効期間等が記載された認定結果通知と被保険者証が届きます。

3
介護予防ケアプランを作成します。

地域包括支援センターに連絡します。

心身の状態や環境を把握したうえで目
標を設定して、それを達成するための
介護予防ケアプランを作成します。

地域包括支援センターにて、保健師等
と相談します。

担当のケアマネジャーと相談し、ケア
プランを作成します。

4
サービスを利用します。

サービス事業者と契約し、ケアプランにそってサービスを利用します。契約にあたって
は、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。

※第三者行為（交通事故等）で介護サービスを利用する時は介護高齢福祉課へ届出が必要です。

要支援１・２の認定を受けられた人要支援１・２の認定を受けられた人 要介護１～５の認定を受けられた人要介護１～５の認定を受けられた人

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
料
な
ど
の

軽
減
制
度

介
護
保
険
料
の

決
め
方
・
納
め
方

介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
内
容

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

利
用
ま
で
の
流
れ



■  14  ■

総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業

■総合事業を利用できる人

■基本チェックリスト

一般介護予防事業 65 歳以上の高齢者（第 1 号被保険者）

介護予防・生活支援
サービス事業

❶要介護認定で「要支援 1・2」と認定された人
❷要介護認定を受けていない人で「基本チェックリスト」に

より「事業対象者」と認定された人（第 1 号被保険者）

要介護（支援）認定を受ける必要がありません。また、事業対象者には有効期限はありません。要介護（支援）認定を受ける必要がありません。また、事業対象者には有効期限はありません。

日常生活に関わる25の質問から、総合事業のサービスが利用できるかどうかを確認します。
基本チェックリストの実施やサービスについては、お住いの地域を担当する地域包括支援センター
にご相談ください。

※訪問介護、住宅改修、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護など、介護給付サービスや予防
給付サービスが必要な時は、いつでも要介護（支援）認定を申請できます。

手続きが簡単

No. 質　問　項　目 回　答
1 バスや電車で１人で外出していますか 0.はい 1.いいえ
2 日用品の買物をしていますか 0.はい 1.いいえ
3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ
4 友人が家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ
5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ
6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ
7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0.はい 1.いいえ
8 15 分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ
9 この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ
10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ
11 ６か月間で２〜３kg以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ

12 身長、体重はどのくらいですか
※小数点以下は四捨五入してください

身長：　　　　　cm
体重：　　　　　kg

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ
14 お茶や汁物などでむせることがありますか 1.はい 0.いいえ
15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ
16 週に１回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ
18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1.はい 0.いいえ
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ
20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1.はい 0.いいえ
21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ
22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1.はい 0.いいえ
23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 1.はい 0.いいえ
24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ
25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ
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65歳以上の方で本人の合計所得金額は160万円以上ですか？

本人の合計所得金額は220万円以上ですか？

自己負担割合とサービスの利用限度額について
●介護保険サービスまたは介護予防・生活支援サービス事業のサービスを利用したときは、原則
としてサービスにかかった費用の１割〜３割を利用者が負担します。施設サービスを利用する
際などの食費・居住費（滞在費）・日常生活費等は、全額利用者負担になります。

●毎年７月以降、自己負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を全ての要介護（要支援）認
定者及び事業対象者に送付します。

１  割  負  担 ３  割  負  担２  割  負  担

はい

いいえ はい はい

いいえ

いいえ はい

■サービスの利用限度額
●介護保険のサービスは、利用料の１〜３割を支払うことで利用できますが、在宅サービスの場
合１カ月に１〜３割負担で利用できる金額に上限（支給限度額）が設けられています（下表）。

　限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

※「年金収入」に非課税年金（遺族・障害年金等）は含みません。

実際に利用した金額 175,000円

支給限度額 167,650円

利用者負担額 Ⓐ+Ⓑ＝24,115円

介護保険での負担分
（9割負担）
150,885円

自己負担分
（1割負担）Ⓐ
16,765円

自己負担分
（支給限度額を
こえた分）Ⓑ
7,350円

要介護1（1割負担）の人が、
175,000円分のサービスを
利用した場合の利用負担額

例

■サービスの支給限度額（１カ月）のめやす
要介護度 支給限度額 自己負担（1割） 自己負担（2割）自己負担（3割）

※1
事業対象者 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円

要支援１ 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円

要支援２ 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円

要介護１ 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円

要介護２ 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円

要介護３ 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円

要介護４ 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円

要介護５ 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※１　くわしくは14ページ・23ページをごらんください。

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入額＋その他の合計所得金額は
単身で280万円以上
２人以上で346万円以上
ありますか？

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入額＋その他の合計所得金額は
単身で340万円以上
２人以上で463万円以上
ありますか？

いいえ
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利用者負担段階
●本人の所得や世帯の課税状況によって利用者負担段階が設けられ、その段階ごとに負担の限度
が決められます。「利用者負担段階」は、「高額介護（予防）サービス費」「高額医療合算介護（予
防）サービス費」の支給基準となっています。

利用者負担段階 区　　分　　内　　容

第 １ 段 階・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者
・生活保護受給者

第 ２ 段 階・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円以下（年間）の人

第 ３ 段 階・世帯全員が市町村民税非課税で、第２段階に該当しない人
第 ４ 段 階・上記のいずれにも該当しない人（市町村民税世帯課税者）

●同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下
記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

●払い戻しを受けるには、7月31日現在（亡くなられた場合は亡くなった日）に加入していた医
療保険担当窓口で手続を行います。詳しくは、加入されていた医療保険・介護保険窓口にお問
い合わせください。

●世帯内の同一の医療保険加入者で1年間（8月1日〜翌年7月31日まで）にかかった自己負担額を
合計し、下記の限度額を500円以上上回る場合、払い戻しを受けることができます。

■高額医療合算介護（予防）サービス費

医療と介護の自己負担合算後の限度額（年額）

※１��基準総所得額＝前年の総所得金額等−基
礎控除33万円。

※２��後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

70歳未満の人
区分 限度額

１※�

基
準
総
所
得
額

901万円超 212万円
600万円超
〜901万円以下 141万円

210万円超
〜600万円以下 67万円

210万円以下 60万円
市区町村民税
非課税世帯 34万円

70歳以上の人※２

区分 限度額

現役並み所得者
（課税所得145万円以上の人）

課
税
所
得

690万円以上 212万円

380万円以上690万円未満 141万円

145万円以上380万円未満 67万円

一般
（市区町村民税課税世帯の人） 56万円

低所得者
（市区町村民税非課税世帯の人） 31万円

低所得者のうち年金受給額80万円以下の人
（その他の所得が0円） 19万円

介護保険の支払いが高額になったとき

●同じ月に利用した介護（予防）サービス費用または介護予防・生活支援サービス費用の１割〜
３割の自己負担が利用者負担段階による上限額を超えた場合は、申請により高額介護（予防）サー
ビス費または高額介護予防・生活支援サービス費として払い戻しを受けることができます。（保
険給付外のサービスなどは除きます）該当となる人には介護高齢福祉課からご案内します。

　※23ページのつながりサービスは対象外です。

■高額介護（予防）サービス費

一 般 世帯に年収約３８３万円以上の
第１号被保険者※がいない人

現役並み所得相当①
世帯に年収約３８３万円以上
約７７０万円未満の
第１号被保険者がいる人

現役並み所得相当②�
世帯に年収約７７０万円以上
約１，１６０万円未満の
第１号被保険者がいる人

現役並み所得相当③� 世帯に年収約１，１６０万円以上の
第１号被保険者がいる人

利用者負担段階 自己負担上限額（月額）
第 １ 段 階 � １５，０００円（世帯）

第 ２ 段 階 � ２４，６００円（世帯）
� １５，０００円（個人）�

第 ３ 段 階 � ２４，６００円（世帯）
第　４　段　階（�　一　　　　般�　) � ４４，４００円（世帯）
第　４　段　階（現役並み所得相当①) � ４４，４００円（世帯）
第　４　段　階（現役並み所得相当②) � ９３，０００円（世帯）
第　４　段　階（現役並み所得相当③) １４０，１００円（世帯） ※第１号被保険者：65歳以上の人 利
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食費・居住費（滞在費）の負担軽減について
●介護保険制度では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
のサービスやそれらの短期入所サービスを利用する際、食費・居住費（滞在費）の費用は自己負
担となっています。負担限度額認定証を担当の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、サー
ビス事業者に提示することにより、負担する金額が軽減され、限度額までの支払いとなります。

申請に必要な書類…�①負担限度額認定申請書
　　　　　　　　　②本人と配偶者の預貯金額が確認できる全ての預貯金通帳の写し
　　　　　　　　　③本人と配偶者含め、有価証券、債券等お持ちの人はその額面のわかるもの
認定証の有効期間…�対象期間は８月１日から７月31日で毎年度認定を受ける必要があり、申請日

の属する月の初日から有効

■軽減の対象となる人

利用者
負担段階 対象者 預貯金等資産要件

※

第 １ 段 階 生活保護受給者 単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

第 ２ 段 階 本人、配偶者含め世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額及び非課税年金収入額が80万円以下の人

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

第 ３ 段 階 ①
本人、配偶者含め世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額及び非課税年金収入額が80万円超120万円
以下の人

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

第 ３ 段 階 ② 本人、配偶者含め世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額及び非課税年金収入額が120万円超の人

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

第 ４ 段 階 上記以外の人

※第２号被保険者（40歳〜64歳）の場合、単身は1,000万円以下（夫婦は2,000万円以下）です。

■利用者負担段階と負担限度額

利用者
負担段階

食費
（　）は
短期入所

居住費（滞在費）

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室 多床室

特養 老健等 特養 老健等

第 １ 段 階 300円 820円 490円 320円 490円 0円 0円

第 ２ 段 階 390円
（600円） 820円 490円 420円 490円 370円 370円

第３段階① 650円
（1,000円）

1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円
第３段階② 1,360円

（1,300円）

第 ４ 段 階 施設との契約により、食費・居住費（滞在費）の額が決まります。

（日額）
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社会福祉法人等による利用者負担軽減

　低所得で特に生計が困難である者について、社会福祉法人等が提供するサービスの利用者負担額
（利用料・食費・居住費・滞在費・宿泊費）を軽減する事業となっています。

１．社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書
２．預貯金額が確認できる全ての預貯金通帳の写し
３．�年金支払通知書の写し等その他収入がわかるもの

４．�有価証券、債券等をお持ちの人は、その額面の
わかるもの

申請に必要な書類（2～4については世帯員全員分が必要）

　上記の軽減制度で認められると、それぞれ「軽減確認証」が交付されます。その軽減確認証を、担当の
居宅介護支援事業者、地域包括支援センターまたはサービス事業者に提示することにより、利用料の自己
負担分が軽減されます。

※上記の軽減制度のほか、災害・火災などによる損害を受けたり、特別な事情による著しい収入減があっ
たときは、サービス利用料の減額または免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

軽減されるサービス 軽減される内容 軽減されるための条件
１　在宅介護サービスの利用者負担軽減
▶��訪問介護・通所介護
▶（介護予防）訪問入浴介護・訪問看護
▶（介護予防）訪問リハビリテーション
▶（介護予防）通所リハビリテーション
▶（介護予防）認知症対応型通所介護
▶（介護予防）小規模多機能型居宅介護
▶（介護予防）短期入所生活介護
▶（介護予防）短期入所療養介護
▶��夜間対応型訪問介護
▶��地域密着型通所介護
▶��定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶��看護小規模多機能型居宅介護
▶��第一号訪問事業のうち介護予防訪問
　��介護に相当する事業又は第一号訪問
　��事業のうち基準を緩和した事業
▶��第一号通所事業のうち介護予防通所
　��介護に相当する事業又は第一号通所
　��事業のうち基準を緩和した事業

○利用者負担分から軽減される割合

  50％
＝内容＝

・利用料・食費・滞在費
（注意）（介護予防）短期入所生活介護、（介
護予防）短期入所療養介護に係る食費・
滞在費については、負担限度額認定証が
交付されている場合に限り、軽減されま
す。

●次の①から⑥の条件をすべて満たして
いることが必要です。

①前年の収入において、世帯全員が市町
村民税非課税。

②年間収入が単身世帯で150万円以下
　※世帯員一人増えるごとに
　　プラス50万円

③預貯金の額が単身世帯で350万円以下
　※世帯員一人増えるごとに
　　プラス100万円

④日常生活に供する資産以外の資産を有
していない。

⑤負担能力のある親族等に扶養されてい
ない。

⑥介護保険料を滞納していない。２　施設サービスの利用者負担軽減
▶��介護老人福祉施設
▶��地域密着型介護老人福祉施設

○利用者負担分から軽減される割合

  25%または50％
☆�利用者の収入の状況により軽減率
が決定します。

＝内容＝

・利用料・食費・居住費
（注意）利用者負担段階が第２段階の場合、
利用料は非該当
（注意）食費・居住費については、負担限
度額認定証が交付されている場合に限り、
軽減されます。

３　生活保護受給者の利用者負担軽減
▶��介護老人福祉施設
▶��地域密着型介護老人福祉施設
▶（介護予防）短期入所生活介護
▶（介護予防）小規模多機能型居宅介護
▶��看護小規模多機能型居宅介護

○利用者負担分から軽減される割合

  50%または100％
☆利用する施設により割合が異なります。
＝内容＝

・居住費・滞在費・宿泊費

生活保護受給者

４　介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）の要介護旧措置入所者の特例

従来からの費用徴収額を超えないよ
うに利用料と食費等が軽減されます。

平成17年９月30日現在、旧措置入所者に
係る利用者負担額減額・免除認定を受け
ていること。

利用料が軽減された人は、高額医療合
算介護（予防）サービス費の支給額が、
本来より過大となる場合があります。
過大となった分は返還していただきま
すが、返還に同意いただけない場合、次
回からの軽減認定が認められない場合
があります。
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介護給付・予防給付サービス

●自宅中心に利用するサービスで、さまざまな種類のサービスがあります。これらの中から、利
用者の状態に合うものを組み合わせて利用できます。介護保険費用対象外の食費や日常生活費、
居住費等は原則自己負担となります。

サービスの内容 サービス費用の１割の目安

訪 問 介 護

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・
着替えなどを直接援助する身体介助や、炊事・掃
除・洗濯などを間接的に援助する生活援助を行い
ます。

※�「要支援１・２」の人（更新含む）は、介護予
防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」
（P23）を利用します。

要介護１〜５
掃除や食事の用意（45分未満）
� 183円
掃除や食事の用意（45分以上）
� 225円
通院等の乗車降車の介助� 99円
入浴や排泄などの介助（30分未満）
� 250円
入浴や排泄などの介助（1時間未満）
� 396円

訪問入浴介護

介護士、看護師などが訪問入浴車で自宅を訪問し
て、浴槽を自宅に持ち込み入浴の介助を行います。
健康管理を行った上で、部屋にいながら入浴をす
ることができます。

要支援１・２
� 852円/回
要介護１〜５
� 1,260円/回

訪 問 看 護

自宅で医療的な処置が必要な場合、看護師などが
自宅を訪問して、健康状態の観察や助言、身体の
清拭、床ずれの手当てなど、療養生活の改善と心
身機能の維持回復のための支援を行います。

訪問看護ステーション（30分未満）
　要支援１・２� 450円
　要介護１〜５� 470円
病院または診療所（30分未満）
　要支援１・２� 381円
　要介護１〜５� 398円

訪問リハビリ
テーション

理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して、寝起
き・立ち上がり・歩行などの在宅生活を継続する
ために必要なリハビリテーションを行います。

� 307円/回

居 宅 療 養
管 理 指 導

医師や歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養
上の管理・指導や情報提供を行います。薬の管理
や服用方法の指導、食事に関する相談や助言など、
専門的な指導を行います。

医師・歯科医師、薬局の薬剤師に
よる指導
（同一建物に利用者が１人の場合）
� 514円/回

定 期 巡 回・
随時対応型
訪問介護看護

日中、夜間を通じて定期的に自宅を訪問したり、
体調の変化や急な相談があった時に電話による
随時通報を行うことで自宅にホームヘルパーが
訪問します。内容は訪問介護と同様の援助を行
います。住民票の住所と同一市町村の事業所を
利用できます。

要介護１
� 8,312円/月

要介護５
� 29,601円/月

■訪問系サービス サービス費用の1割～ 3割

■在宅サービス
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サービスの内容 サービス費用の１割の目安

夜間対応型
訪 問 介 護

主に夜間介護が必要なときに、ヘルパーが自宅を
訪問し日常生活上の介護を受けられます。夜の定
期訪問もあります。住民票の住所と同一市町村の
事業所を利用できます。

1,025円／月

■短期入所サービス
サービスの内容 サービス費用の１割の目安

短 期 入 所
生 活 介 護
（ショートステイ）

特別養護老人ホームなどに短期間入所して食
事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練など
が受けられます。

併設型（特養･従来型個室）
要支援１� 446円/日
要支援２� 555円/日
要介護１� 596円/日
要介護５� 874円/日

短 期 入 所
療 養 介 護
（医療型ショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所して、医
療に関するケアや介護、機能訓練などが受け
られます。

併設型（老健･従来型個室）
要支援１� 577円/日
要支援２� 721円/日
要介護１� 752円/日
要介護５� 966円/日

サービス費用の1割～ 3割 食費 日常生活費 滞在費

■通所系サービス
サービスの内容 サービス費用の１割の目安

通 所 介 護
（デイサービス）

デイサービスセンターなどに通い、レクリエー
ションや創作活動、体力づくりなどの機能訓
練を行ったり、食事や入浴のサービスを受け
ることができます。

※�「要支援１・２」の人は、介護予防・生
活支援サービス事業の「通所型サービス」
（P23）を利用します。

通常規模型　7〜8時間未満
要介護１� 655円/日
要介護２� 773円/日
要介護３� 896円/日
要介護４� 1,018円/日
要介護５� 1,142円/日

地域密着型
通 所 介 護

定員が18人以下のデイサービスセンターで、
事業所の所在地と同じ市町村に住民票のある
方のみご利用になることができます。レクリ
エーションや創作活動、体力づくりなどの機
能訓練を行ったり、食事や入浴のサービスを
受けることができます。

7〜8時間未満
要介護１� 750円/日
要介護２� 887円/日
要介護３� 1,028円/日
要介護４� 1,168円/日
要介護５� 1,308円/日

通所リハビリ
テーション
（デイケア）

介護老人保健施設・病院などの医療機関に通
い、在宅生活を継続するために必要となる医
師の指示に基づいた理学療法や作業療法など
のリハビリテーションを行います。

要支援１� 2,053円/月
要支援２� 3,999円/月
通常規模型7〜8時間未満
要介護１� 757円/日
要介護５� 1,369円/日

認知症対応型
通 所 介 護

認知症の人がデイサービスセンターなどに通
い、機能訓練や食事、入浴などのサービスを
受けることができます。住民票の住所と同一
市町村の事業所を利用できます。

7〜8時間未満
要支援１� 859円/日
要支援２� 959円/日
要介護１� 992円/日
要介護５� 1,424円/日

サービス費用の1割～ 3割 食費 日常生活費
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サービスの内容 サービス費用の１割の目安

特定施設入居者
生 活 介 護

介護付き有料老人ホームなどに入居し、食事・
入浴・排せつなどの日常生活上の世話や機能訓
練が受けられます。

要支援１� 182円/日
要支援２� 311円/日
要介護１� 538円/日
要介護５� 807円/日

認知症対応型
共同生活介護
（グループホーム）

認知症の人が自宅で生活する雰囲気のまま、専
門的な介護が受けられます。少人数での家庭的
な環境の中で、日常必要な介護だけでなく、地域
住民との交流を行うなど施設内に留まらない活
動も行います。住民票の住所と同一市町村の施
設に入居することができます。

要支援２� 760円/日
要介護１� �764円/日
要介護５� �858円/日

地 域 密 着 型
特定施設入居者
生 活 介 護

定員が29人以下の小規模な施設に入居し、食
事・入浴・排せつなどの日常生活上の世話や機
能訓練が受けられます。住民票の住所と同一市
町村の施設に入居することができます。

要介護１� 542円/日
要介護５� 813円/日

サービス費用の1割～ 3割 食費 日常生活費 家賃・居住費■入居サービス

サービスの内容 対象となる品目や項目

福祉用具貸与
日常生活の自立支援などを目的として、福祉用
具を借りることができます。なお、要介護度に
より借りることができない品目もあります。

①車いす　②車いす付属品
③特殊寝台　④特殊寝台付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器　⑦手すり
⑧スロープ　⑨歩行器
⑩歩行補助つえ
⑪認知症老人徘徊感知器
⑫移動用リフト
⑬自動排泄処理装置

特定福祉用具
購入費の支給

入浴用いすなどの入浴用福祉用具やポータブル
トイレなどの排せつ用福祉用具は貸与ではなく
購入となります。福祉用具販売の指定を受けて
いる販売店で購入した際に年間10万円を限度
額として9割、8割または7割までの介護保険の
適用が受けられます。

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③排泄予測支援機器
④入浴補助用具
⑤簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具

■生活環境をととのえるサービス

■通い・訪問・泊まりを組みあわせた複合型サービス
サービスの内容 サービス費用の１割の目安

小 規 模
多 機 能 型
居 宅 介 護

事業所にデイサービスのように通う「通い」での
サービスを中心として、自宅で訪問介護を受ける
「訪問」やショートステイを行う「泊まり」を組み
合わせたサービスを受けられます。住民票の住
所と同一市町村の事業所を利用できます。

要支援１� �3,438円/月
要支援２� �6,948円/月
要介護１� �10,423円/月
要介護５� ��27,117円/月

看護小規模
多 機 能 型
居 宅 介 護

小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わ
せたサービスです。住民票の住所と同一市町村
の事業所を利用できます。

※要支援の人は利用できません

要介護１� 12,438円/月
要介護５�� 31,386円/月

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
料
な
ど
の

軽
減
制
度

介
護
保
険
料
の

決
め
方
・
納
め
方

介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
内
容

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

利
用
ま
で
の
流
れ



■  22  ■

●要支援の方は介護保険施設サービスを利用できません。

サービス費用の1割～ 3割 食費 日常生活費 居住費

住 宅 改 修 費
支 給

小規模な住宅改修をする場合に20万円を限度
額として9割、8割または7割までの介護保険の
適用が受けられます。介護保険の適用を受ける
ためには改修前に事前申請を行い、承認を得る
ことが必要です。

①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化などの
ための床又は通路面の材料の変更

④引き戸などへの扉の取り替え
⑤洋式便器などへの便器の取り替え
⑥その他①〜⑤に付帯する工事

サービスの内容 サービス費用の１割の目安

介 護 老 人
福 祉 施 設
（特別養護老人ホーム）

常時介護が必要で自宅での介護が困難な人
が入所します。食事・入浴・排せつ等の介
護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康
管理、療養上の世話を行います。

従来型個室
要介護3� 712円/日
要介護4� 780円/日
要介護5� 847円/日
ユニット型個室
要介護3� 793円/日
要介護4� �862円/日
要介護5� �929円/日

地域密着型介護
老人福祉施設
入所者生活介護

定員が29人以下の小規模な特別養護老人
ホームに入所し、日常生活上の介護や健康
管理、機能訓練などが受けられます。住民
票の住所と同一市町村の施設に入所するこ
とができます。

従来型個室
要介護3� 722円/日
要介護4� 792円/日
要介護5� 860円/日
ユニット型個室
要介護3� 803円/日
要介護4� 874円/日
要介護5� 942円/日

介 護 老 人
保 健 施 設

病状が安定した人が入所し、リハビリを中
心とする医療ケアを受けることができま
す。看護・医学的管理下における介護、機
能訓練、その他必要な医療を行います。

従来型個室（基本型）
要介護1� 714円/日
要介護2� 759円/日
要介護3� 821円/日
要介護4� 874円/日
要介護5� 925円/日

介 護 療 養 型
医 療 施 設

病状が安定したものの、長期の療養を必要
とする人が入院し、療養上の管理や医学的
措置を受けることができます。
※2024年3月末完全廃止

従来型個室
要介護1� 593円/日
要介護2� 685円/日
要介護3� 889円/日
要介護4� 974円/日
要介護5� 1,052円/日

介 護 医 療 院

長期の療養が必要な人が入所します。看護・
医学的管理の下、介護等の日常生活の世話、
機能訓練、医療ケアを受けることができま
す。

従来型個室（I型）
要介護1� 714円/日
要介護2� 824円/日
要介護3� 1,060円/日
要介護4� 1,161円/日
要介護5� 1,251円/日

■施設サービス
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介護予防・生活支援サービス事業
●平成29年４月より、「要支援１・２」と認定された人を対象とした「訪問介護」と「通所介護」は、
介護予防・生活支援サービス事業（総合事業）に移行し、現行の「訪問介護」「通所介護」と同
様のサービスに加えて、帯広市独自の基準によるサービスを提供しています。

●要介護認定で「要支援１・２」と認定された人と、65歳以上の要介護（支援）認定を受けてい
ない人で、25項目の「基本チェックリスト」により「事業対象者」と判定された人がサービス
を利用できます。

■訪問型サービス
（第一号訪問事業）

サービスの内容 サービス費用の1割の目安

訪 問 介 護
サ ー ビ ス
（現行相当）

食事や入浴の介護、自分でできるようになる
ためのヘルパーと一緒に行う掃除・洗濯・調
理など、自宅での支援を行います。

・週１回� 1,176円/月
・週２回� 2,349円/月
・週３回以上＊要支援2のみ� 3,727円/月

て だ す け
サ ー ビ ス
（基準緩和）

自宅での支援のうち、特に掃除や洗濯、調理
などを行います。

・週１回� 1,031円/月
・週２回� 2,060円/月
・週３回以上� 3,269円/月

サービスの内容 利　用　料

つ な が り
サ ー ビ ス

短時間（15分以内）の生活支援を行います。
（ごみ出し、電球の交換、階段の掃除など）

・300円以内/１回
実施者により料金が設定されます。

サービス費用の1割～ 3割は自己負担となります。
※ただしつながりサービスは実費負担

※《「基本チェックリスト」による「事業対象者」のみなさまへ》
　訪問型サービス、通所型サービス以外の介護サービスや、26ページの障害者控除の認定書が必
要な場合は、要介護（要支援）の認定を受ける必要があります。

■通所型サービス
（第一号通所事業）

サービスの内容 サービス費用の1割の目安

通 所 介 護
サ ー ビ ス
（現行相当）

送迎により自宅から実施場所に出向き、運動
やレクリエーションなどを行います。
（食事や入浴の介助も受けられます。送迎・入浴
は希望者のみ）

◯事業対象者・要支援１
� 1,672円/月
・入浴なし� 1,472円/月
・送迎なし� 1,296円/月
・入浴・送迎なし � 1,096円/月

◯要支援２
� 3,428円/月
・入浴なし� 3,028円/月
・送迎なし� 2,676円/月
・入浴・送迎なし � 2,276円/月

ふ れ あ い
サ ー ビ ス
（基準緩和）

外出する機会が少ない人へ運動やレクリエー
ションなどを行います。（少人数の集まりです）

◯事業対象者・要支援１
769円/月

◯要支援２
1,587円/月

※入浴・送迎のない利用料

サービス費用の1割～ 3割は自己負担となります。
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問合せ先

その他の福祉サービス
■一般介護予防事業 65歳以上のすべての人（第１号被保険者）が利用できます。

介護予防介護予防のの
考え方考え方

げんき活動コースげんき活動コース

団体向け講師派遣団体向け講師派遣

何か特別なことをするのではなく、無理なくできそうなことに
取り組むことが、介護予防につながります。

これから活動を始めたいという人向け

介護予防に関する知識を深め、
活動を継続していきたい団体向け

　趣味活動や簡単な運動などを通して介護予防の取り組みを実践し、生きがいや役割を持ちなが
ら地域で元気に過ごすことができるよう、介護予防教室の実施や、地域で活動する自主活動団体
への講師派遣を行います。

　教室が終わってからも地域で継続して活動していくこと
を目指して、脳トレや簡単な運動、レクリエーション、専
門職の講話などさまざまなプログラムを行います。

※対象団体や申込方法などについては、お問い合わせください。

帯広市　市民福祉部
地域福祉室　地域福祉課

電 話  ０１５５-６５-４１１３
FAX  ０１５５-２３-０１５８

お口を清潔に保ちましょう。
できれば毎日おしゃべりをしましょう。

「たくさん」よりも
「まんべんなく」食べましょう。

自宅でも体を動
かしましょう。
（体操など）

家族や友人との
交流、支え合い
が大切です。

栄養

身体活動 社会参加

バランスのよい食事、
口腔ケア

定期的な運動 趣味やボランティア
活動、就労

地域で活動していく地域で活動していく
きっかけづくりきっかけづくり

リハビリ専門職やリハビリ専門職や
活動支援者を派遣活動支援者を派遣

のための教室です。

します。

地域で活動する
自主活動団体に、
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■ねたきりや認知症高齢者等のためのサービス
サービスの種類 サービスの主な内容 対　　象　　者

寝たきり・認知
症高齢者の登録

地域包括支援センターの職員が訪問
し、在宅生活、介護負担軽減に関す
る相談を受けるほか、適切な介護技
術の指導・助言などを行います。

65歳以上の在宅高齢者で、要介護3〜5である、寝たき
り又は認知症の方。費用は無料です。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

タクシー料金の
助成

1枚200円のタクシー券を、60
枚を限度に助成します。

在宅で要介護3〜5の認定を受けている人。
問合せ先／障害福祉課　☎0155-65-4148

寝具類
クリーニング
サービス

年2回、事業者が家庭を訪問して
寝具類を受け取り、クリーニン
グしてお届けします。

65歳以上の寝たきり、認知症の状態にある人。要介護3
〜５で寝たきり・認知症高齢者の登録が必要。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

理美容サービス 年6回自宅で理美容のサービス
を受けられます。

65歳以上の寝たきり、認知症の状態にある人。要介護3
〜5で寝たきり・認知症高齢者の登録が必要。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

家族介護者
リフレッシュ事業

在宅で介護している方を対象に、
情報交換や交流を行います。

65歳以上の要支援・要介護高齢者を在宅で介護している人。
問合せ先／地域福祉課　☎�0155-65-4113

家族介護用品支給
介護用品（紙おむつ、紙パンツ、
尿取りパット、清拭綿）の引き
換え給付券を支給します。

65歳以上の要介護3〜5の高齢者を在宅介護している
人。両者とも市町村民税非課税世帯であること。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

■ひとり暮らしや虚弱な高齢者のためのサービス
サービスの種類 サービスの主な内容 対　　象　　者

ひとり暮らし高
齢者の登録

地域包括支援センターの職員が
訪問し、生活上の心配ごとの相
談を受けます。

65歳以上のひとり暮らしで、一定の条件を満たす方。
費用は無料です。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

ひとり暮らし高
齢者の訪問活動
（安否確認）

発作性の病気がある方に週３回
（月・水・金）訪問し、安否を確
認します。

ひとり暮らし高齢者の登録をしている人で、一定の病
状等により体調が不安定な人。他のサービスにより見
守りがある人は除きます。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

緊急通報システム
自宅で急病になったときなどに、
24時間体制で助けを求めること
ができます。

ひとり暮らし高齢者の登録をしている一定の病状のある
人、または寝たきり・認知症高齢者の登録をしている人を
介護している一定の病状のある人。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

配食サービス バランスのとれた夕食を週６回以
内で宅配し、安否を確認します。

65歳以上のひとり暮らしの人、または高齢者のみの世
帯に属する人のうち、生活支援が必要な要支援または要
介護の認定を受けている人。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145

高齢者在宅生活
援助サービス

草刈りなどの援助サービスをし
ます。

ひとり暮らし高齢者の登録をしている病弱な人、また
は寝たきり・認知症高齢者の登録をしている人を介護
している病弱な人。いずれも、親族・近隣等の協力が
得られない低所得の人。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4145
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■税の控除について
種　類 内　　　　　容

障害者控除
介護保険の要介護（支援）認定を受けている65歳以上の人の中で、障害者控除または特
別障害者控除に該当する人には、認定書を発行します。
問合せ先／障害福祉課　☎�0155-65-4147

おむつに係る費用
の医療費控除

おむつに係る費用の医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」
が必要ですが、一定の条件に該当する人は、帯広市が発行する「確認書」により医療費
控除が受けられる場合があります。
問合せ先／介護高齢福祉課　☎�0155-65-4152

介護保険の利用料
に係る医療費控除

訪問看護や短期入所療養介護など介護保険サービスの自己負担額のうち、医療費控除の
対象となるものがあります（サービスの種類により対象の費用が異なります）。医療費控
除の対象金額は領収書に記載があります。申告には、①氏名、②施設・病院ごとに金額
をまとめた明細書の提出が必要です。問合せ先／市民税課　☎�0155-65-4120

■介護保険以外の施設サービス
種　類 内　　　容 対　　象　　者

養 護 老 人
ホ ー ム

家庭環境、経済状況などによって自宅での
生活が困難な人が入所できます。

65歳以上で生活保護世帯の人、もしくは本人及び生
計を維持している人の市町村民税の所得割がない人。
問合せ先／介護高齢福祉課�☎�0155-65-4145

生 活 支 援
ハ ウ ス

高齢等のために独立して生活する事に不安
のある高齢者が入居できます。

60歳以上のひとり暮らし、夫婦のみの世帯、家
族による援助を受けることが困難な人。
問合せ先／介護高齢福祉課�☎�0155-65-4145

※その他に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等があります。

■その他
サービスの種類 サービスの主な内容 対　　象　　者

ユニバーサル
デザイン住宅
補 助 金

高齢者など全ての人が安全、快
適な生活が出来るよう住宅を新
築、増改築、改造する場合に補
助をします。（補助額は内容によ
り異なります。）

所得を基に計算した規定金額の世帯総額が550万円以下
の方。改造補助については、身体障害者手帳１・２級
の交付を受けている人、または要介護・要支援認定を
受けている人が対象となります。
問合せ先／建築開発課　☎�0155-65-4179

住まいのワンス
トップ相談窓口
（無料・予約制）

弁護士や司法書士などの専門家
に、空き家を含む住まいに関す
る売却・相続・管理・リフォーム
などの相談ができます。

住まいに関するお悩みをお持ちの方。

問合せ先／建築開発課　☎�0155-65-4179

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障
害を有し、日常生活において常
時特別な介助を必要とする特別
障害者に対して手当を支給しま
す。

日常生活において常時特別の介護を必要とし、重度の障
害を持つ、20歳以上の方。
※入院中及び福祉施設に入所中の方は対象となりません。
※本人及び配偶者又は扶養義務者の所得制限があります。
問合せ先／障害福祉課　☎�0155-65-4147

おむつの無料収集

汚物を取り除き、透明・半透明
の袋に入れ、燃やすごみの収集
日にごみステーションに出して下
さい。無料で収集します。

家庭から出る使用済みの紙おむつ、布おむつ、尿とりパッ
ド、お尻拭き、介護用の清拭綿が収集対象。
問合せ先／清掃事業課　☎�0155-37-2311

サポート収集
（ごみの戸別収集）

身体の障害や高齢・病気・けがなど
の理由でごみステーションまでごみ
出しができない世帯のために、ごみ
の戸別（自宅前）収集を行います。

身体の障害や高齢・病気・けがなどの理由で、ごみステー
ションまでごみ出しができない世帯。（事前に相談が必
要です。）
問合せ先／清掃事業課　☎�0155-37-2311

利
用
料
な
ど
の

軽
減
制
度

介
護
保
険
料
の

決
め
方
・
納
め
方

介
護
保
険
制
度

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
内
容

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

利
用
ま
で
の
流
れ



身近な相談窓口
窓　　口 内　　　　　容 担当課・連絡先

帯 広 市 成 年 後 見 支 援
センター「 みまも ーる」

認知症や知的・精神障害などにより、判
断能力が十分でない人の「生活」や「財産」
に関する不安や困りごとについての相談。

帯広市社会福祉協議会
☎ 0155-20-3225

（グリーンプラザ内）

帯 広 市 自 立 相 談
支 援 セ ン ター ふらっと

日常の生活、仕事、家族などなど、さま
ざまな問題で悩んでいる人とともに解決
に向け、継続的にお手伝いをする。

帯広市西６条南６丁目３
ソネビル２階
☎ 0155-20-7366

帯広市 市民福祉部 福祉支援室 介護高齢福祉課
このパンフレットの内容は、令和５年４月１日現在で作成しています。

〒080-8670　帯広市西５条南７丁目１番地　帯広市役所 低層棟１階

令和５年５月31日発行

◎介護保険料に関すること　…総務・保険料係　　☎０１５５－６５－４１５０
◎介護認定や介護（予防）　　　　　　　　　　　☎０１５５－６５－４１５１
　　サービスに関すること　…介護認定給付係　☎０１５５－６５－４１５２
◎高齢者福祉サービスに
　　　　　　　関すること　…高齢者福祉係　　☎０１５５－６５－４１４５

地域包括支援センター

広陽・若葉、西帯広・開西 日常生活圏域担当

地域包括支援センター

愛 仁 園
広 陽
若 葉 ： 帯広市西16条南28丁目2番地1

☎ 0155-49-2338
西帯広
開 西 ： 帯広市西24条南1丁目33番地17

☎ 0155-61-1616

西、川北 日常生活圏域担当

地域包括支援センター

帯広市社会福祉協議会
西 ： 帯広市公園東町３丁目９番地１グリーンプラザ内

☎ 0155-21-3292

川 北 ： 帯広市西14条北1丁目1番地18アディ14  A-1号室
☎ 0155-66-4535

川西・大正、南 日常生活圏域担当

地域包括支援センター

帯広けいせい苑
川 西
大 正 ： 帯広市川西町西１線47番地３

☎ 0155-53-4771

南 ： 帯広市西５条南37丁目１番７号
☎ 0155-67-8437

鉄南、東 日常生活圏域担当

地域包括支援センター

帯広至心寮
鉄 南 ： 帯広市西５条南30丁目19番地

☎ 0155-24-1150

東 ： 帯広市東13条南６丁目１番地23
☎ 0155-66-4613

　地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域でいきいきと生活できるように様々な支援を行う地
域の総合窓口です。高齢者や家族、地域住民からの介護や福祉に関する様々な相談を受けています。

介護サービスを利用するための流れを
動画にてご案内しています。

※右記から動画にアクセスできます。


